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第 66 回伊方町議会臨時会会議録 

招集年月日 令和 7年 7月 17 日  

招集の場所 伊方町庁舎 4 階議場 

開会（開議） 7 月 17 日 11 時 00 分宣告 

出席議員 1 番 阿部 孝志 2 番 安堂  廣道  3 番 田村  義孝 4 番 加藤  智明  

5 番 高月 芳人 6 番 木嶋 英幸 7 番 末光 勝幸 8 番 清家慎太郎  

9 番 山本 吉昭 10 番 小泉 和也 11 番 中村 敏彦 12 番 吉川 保吉  

13 番 阿部 吉馬 14 番 福島 大朝 

欠席議員 なし 

欠員 なし 

本会議に職務のため 

出席した者の氏名 

事務局長 菊池 暁彦  書  記 藤川 輝之  書  記 松下 洋二 

書  記 井上宗大郎 

地方自治法第 121 条の

規定により説明のため

出席した者の氏名 

町 長  高門 清彦 

教 育 長  中井 雄治 

総 務 課 長  井上 恵隆 

総 合 政 策 課 長  谷村 栄樹 

保 健 福 祉 課 長  由井 一隆 

建 設 課 長  辻  龍彦 

農 林 水 産 課 長  林  栄作 

学 校 教 育 課 長  阿部 茂之 

会 計 管 理 者  三好 利文 

三 崎 支 所 長  竹内 元昭 

副 町 長  菊池 隼人 

監 査 委 員  門田 光和  

防 災 統 括 監  兵藤 貞樹 

町 民 課 長  山下 博文 

長 寿 介 護 課 長  井上  操 

観 光 商 工 課 長  田所 孝之 

上 下 水 道 課 長  山内 清秀 

生 涯 学 習 課 長  山本 宏貴 

瀬 戸 支 所 長  三好  要 

町長提出議案の項目 議案第 68 号 

議案第 69 号 

 

議案第 70 号 

令和 7年度伊方町一般会計補正予算（第 2 号）    

瀬戸アグリトピア宿泊棟改修工事請負契約の変更締結につい

て 

瀬戸総合体育館外壁等改修工事請負契約の締結について 

議員提出議案の項目 なし 

委員会提出議案の項目 なし 

その他 なし 

議事日程 議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。（会議規則第 21 条） 

会議録署名議員の指名 議長は、会議録署名議員に次の 2人を指名した。（会議規則第 127 条） 

5 番 高月芳人議員 6 番 木嶋英幸議員 

 
 
 
 
 
 



 

 

  伊方町議会第６６回臨時会議事日程 

                                                   

令和 7 年 7 月 17 日（木）  

午前 11 時 00 分 開議  

 
１ 開 会 宣 告 
 
１ 町長招集挨拶 
 
１ 議事日程報告 
 

第  １ 会議録署名議員の指名 

 

第  ２ 会期の決定 

 

第  ３ 令和７年度伊方町一般会計補正予算（第２号）    （議案第 68 号） 

 

第  ４ 瀬戸アグリトピア宿泊棟改修工事請負契約の変更締結について 

（議案第 69 号） 

 

第  ５ 瀬戸総合体育館外壁等改修工事請負契約の締結について 

（議案第 70 号） 

 
１ 閉 会 宣 告 
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開会宣告（11 時 00 分） 

○議長（福島大朝） おはようございます。これより、伊方町議会第 66 回臨時会を開会いた

します。  

只今の出席議員は、14 名であります。 

よって、本会議は成立いたしました。 

  

町長招集挨拶 

○議長（福島大朝） 町長招集挨拶 

○町長（高門清彦） 議長 

○議長（福島大朝） 町長 

○町長（高門清彦） 本日、ここに、伊方町議会第 66 回臨時会を招集いたしましたところ、議

員各位のご出席をいただき、開会の運びとなりましたことに対し、厚くお礼を申し上げます。

また、議員の皆様方には、日頃から、町政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、心から感謝

を申し上げる次第でございます。  

ご案内のとおり、今月から伊方発電所敷地内での乾式貯蔵施設の運用が開始されました。今

後、使用済み燃料プールから専用の容器に燃料を装荷し、施設内に搬入する作業が行われます

が、町としましても、一連の作業に担当職員を立会させ、安全に移送されることを確認するこ

ととしております。四国電力には、引き続き一時的な貯蔵であることを常に念頭に置き、計画

的な搬出に取り組むよう求めてまいりますので、今後とも、議員の皆様方のご協力をお願いい

たします。 

また、今月 20 日には参議院議員通常選挙が行われます。 

私達の未来を担う、この重要な選挙は住民一人ひとりの声を政治に反映させる大切な機会で

ございます。皆様の貴重な一票が、日本の明るい未来を築く礎となりますことを、心より願っ

ております。 

さて、本日、ご提案いたします案件は、 

・補正予算 1 件、 

・契約の締結 2 件でございます。 

いずれも重要な案件でございますので、ご審議のうえ、ご決定賜りますようお願いを申し上

げまして、招集の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

 

議事日程報告 

○議長（福島大朝） 議事日程報告を行います。本日の議事日程は、お手元に配布してあると

おりであります。それに従いまして、議事を進めてまいります。 

 これより、本日の会議を開きます。 
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会議録署名議員の指名 

○議長（福島大朝） 日程第 1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会

議規則第 127 条の規定により、議長において、5番、高月芳人議員、6番 木嶋英幸議員を指

名いたします。 

 

会期の決定 

○議長（福島大朝） 日程第 2「会期の決定」を議題といたします。お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日 1日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。（「な

し」の発言あり）異議なしと認めます。  

 よって、本臨時会の会期は、1日間と決定いたしました。 

 

議案第６８号 

○議長（福島大朝） 日程第 3「令和 7年度伊方町一般会計補正予算（第 2 号）」議案第 68 号

を議題といたします。 

 報告内容の説明を求めます。 

〇町長（高門清彦） 議長 

〇議長（福島大朝） 町長  

〇町長（高門清彦） 議案第 68 号、令和 7 年度伊方町一般会計補正予算（第 2号）の説明を

申し上げます。  

 歳入歳出それぞれ 7,069 万 6 千円を追加し、補正後の予算総額を 119 億 5,006 万円とするも

のであります。 

 歳出につきましては、10 款、教育費に、三崎小中学校体育館及び伊方中学校体育館改修工

事の増額分 7,069 万 6 千円を計上いたしております。 

 これに対します歳入として、18 款、繰入金、2 項、基金繰入金に、財政調整基金繰入金 359

万 6 千円を計上し、21 款、町債、1 項、町債に、合併特例事業債 6,710 万円を計上いたしてお

ります。 

 以上、令和 7年度伊方町一般会計補正予算（第 2号）の説明とさせていただきます。 

 なお、詳細につきまして、ご質問等がございましたら、担当課長より説明させますので、ご

審議のうえ、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（福島大朝） お諮りいたします。審議の方法は、歳入歳出とも項を追っていきたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「なし」の発言あり） 

異議なしと認め、歳出から項を追って審議を進めてまいります。 

頁番号は右下となります。  

 予算書の 10 頁をお開きください。 

10 款 教育費 



-３ 

 

  2 項 小学校費     （10 頁） 質疑ありませんか。 

  3 項 中学校費     （10 頁） 質疑ありませんか。 

 歳出全般について、質疑ありませんか。（「なし」の発言あり） 

 次いで、歳入に入ります。 

8 頁をお開きください。 

 18 款 繰入金  

  2 項 基金繰入金    （8 頁） 質疑ありませんか。 

 21 款 町債 

  1 項 町債       （8 頁） 質疑ありませんか。 

 歳入全般について、質疑ありませんか。（「なし」の発言あり） 

 次いで、表紙に帰って、「地方債の補正 第 2 条 第 2表」第 2 表は、4頁にあります。質

疑ありませんか。（「なし」の発言あり）  

 この補正予算全般について、質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑なしと認めます。 

 これより、討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

これより、議案第 68 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定す

ることに、ご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 68 号「令和 7 年度伊方町一般会計補正予算（第 2号）」は原案のとおり可決

されました。  

  

議案第６９号 

〇議長（福島大朝） 日程第 4「瀬戸アグリトピア宿泊棟改修工事請負契約の変更締結につい

て」議案第 69 号を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇農林水産課長（林栄作） 議長 

〇議長（福島大朝） 農林水産課長 

〇農林水産課長（林栄作） 議案第 69 号、瀬戸アグリトピア宿泊棟改修工事請負契約の変更

締結について、提案理由をご説明いたします。    

本事業は、瀬戸アグリトピア宿泊棟 10 棟のうち劣化が著しい 5 棟について、改修工事を行

うもので、現在施工中の改修工事について工事内容を変更し、1,799 万 8 千円を増額し、当該

工事の完成を図るものでございます。   

増額となる主な理由は、解体後、アンカーボルトの腐食が判明し、追加工事が必要となった

こと、次に解体後、テラスの補強が必要となったこと、最後に、機械設備の追加（エアコン 6

台、換気扇 15 台）によるもので、当初は備品での対応としていましたが、工事の中での施工

が効率的に良いことから内容変更したものでございます。   

別添に、全体敷地図及び各棟平面図を示しておりますので、お目通しをお願いいたします。 
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事業費につきましては、当初請負金額 1 億 8,975 万円に対しまして、変更請負金額 2 億 774

万 8 千円となり、1,799 万 8 千円を増額し、事業の完成を図るもので、変更内容が当初発注の

一連作業であり、切り離して施工することが困難なため、契約の変更を提案させていただくも

のであります。 

なお、契約の相手方につきましては、堀田建設株式会社伊方支店で工期につきましては、令

和 7年 7月 31 日を予定しております。 

以上、ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（福島大朝） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 69 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、議案第 69 号「瀬戸アグリトピア宿泊棟改修工事請負契約の変更締結について」は、

原案のとおり可決されました。 

 

議案第７０号 

〇議長（福島大朝） 日程第 5「瀬戸総合体育館外壁等改修工事請負契約の締結について」議

案第 70 号を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇生涯学習課長（山本宏貴） 議長 

〇議長（福島大朝） 生涯学習課長  

〇生涯学習課長（山本宏貴） 議案第 70 号、瀬戸総合体育館外壁等改修工事請負契約の締結

について、提案理由をご説明いたします。 

 平成 6 年に完成した、瀬戸総合体育館ですが、外壁及び屋根等が著しく劣化して、コンクリ

ート壁面のひび割れ、軒先金物の腐食等箇所が多数確認され、修繕が必要となっています。改

修工事を実施し、利用者の安心安全を図ります。 

事業概要としましては、外壁改修工事一式として、タイル張り仕上げ等外壁改修工事、防水

等改修工事一式として、屋根及び屋上部分の防水改修工事、外壁面の塗装改修工事、アスベス

ト除去工事、外壁補修工事となっております。 

 去る、6月 11 日に指名競争入札を実施した結果、株式会社大和工業が 7,443 万 7 千円で落

札したものでございます。   

 なお、財源内訳としましては、合併特例事業債 7,070 万、一般財源 373 万 7 千円としており、

工期は 7 か月間を予定しております。 

 次頁以降に図面を載せておりますので、参考資料にしていただければと思います。 

 以上、ご審議のうえ、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 
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〇議長（福島大朝） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）

質疑なしと認めます。  

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 70 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 70 号「瀬戸総合体育館外壁等改修工事請負契約の締結について」は、原案

のとおり可決されました。 

 

閉会挨拶 

○議長（福島大朝） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。会議を閉じます。 

 閉会にあたり、町長から挨拶があります。 

〇町長（高門清彦） 議長 

〇議長（福島大朝） 町長  

〇町長（高門清彦） 閉会にあたりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。 

本臨時会におきまして、提案いたしました全議案に対して、ご承認をいただき、誠にありが

とうございました。      

暑い日が続きますが、議員各位におかれましては、健康にご留意され、今後とも町政発展の

ために、なお一層のご支援・ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会のご挨拶と

いたします。 

誠にありがとうございました。 

〇議長（福島大朝） これをもちまして、伊方町議会第 66 回臨時会を閉会いたします。 

 お疲れ様でした。 

 

（閉会時間 11 時 16 分） 

 

地方自治法第 123 条第 2 項の規定によりここに署名する。 

 

伊方町議会議長 

 

 

伊方町議会議員 

  

 

 伊方町議会議員 


